
１．はじめに
国土交通省では、これまでかわまちづくり等を通

じて河川整備と周辺地域のにぎわい創出の促進を
行ってきた。

国土交通省国土技術政策総合研究所では、水辺空
間とまち空間（都市域）を融合させた整備方法につ
いて研究を行っている。具体的には、堤外地と堤内
地に連続性を持たせ、人が回遊し、水辺を楽しむ空
間整備の過程を数段階に分け、各段階で関係者の動
きや考え方等を、先行事例から整理している。空間
整備の関係者は、河川管理者と都市計画・まちづく
り担当者（市町村）、地元の関係者等（事業自体の受
注者、整備された施設の維持管理組織）とした。

研究の詳細は別の機会に譲り、今回は、同研究に
おいて関係者への聞き取り調査等を行った、まちづ
くりを含む水辺の整備、活用事例について、簡単な
紹介をする。

２．日本における水辺の使われ方と分類
本研究を始める際、人の生活における水辺の多様

な役割と利用方法を整理し、利用方法について大ま
かに４つに分類した（表１）。なお、役割は、その多
くが利用目的を伴うため、今回は分類を示していな
い。例えば、水辺の利用方法として堤外地に設けら
れた運動場や、花火大会の観覧席、河原で行うバー
ベキュー、堤防で散歩や体力作りに勤しむ人たち
を思い出す人も少なくないだろう。河川自体は、カ
ヌー、釣り、夏になれば川遊びの場所となる。街中
の水路に目を向ければ、生活用水としての利用、例
えば西瓜を冷やしたり、洗い物をしたりといった風
景も思い出せる。かつての城下町ではお濠が張り
巡らされ、船頭が船を操っている姿も見られる。船
が走らずとも、道端に水路や湧水のある風景が、そ
の地域を印象付ける場合も少なくない。近年では水
辺に商業施設の整備や再整備が行われ、地域との結
びつきの再検討などの動きも見られる。また、舟運
を、再度交通手段として用いる動きも見られる。

このように、水辺や河川等は、日常生活の場であ
り、河川管理と都市計画やまちづくりをともに考え
ることは、既に行われているといえる。一方で、新
たに水辺を含むまちづくりに取り組む際、或いは既
存の水辺を活用する際の要点は、ほとんど示されて
いない。本研究において、地域の魅力の一つとして

水辺や河川等を見直し、まちづくりの要素として考
え、水辺の整備や活用に関する具体的な取り組み方
や考え方を整理することは、新たな取り組みの促進
や、既存事例の継続に資すると考えられる。

以上の観点から、河川整備と都市計画やまちづく
りを共に検討するのであれば、新たに何らかの整備
を行うことで水辺のまちづくりに取り組んでいる
事例（類型Ａ）と、伝統的、文化的に使われている水
辺、或いは伝統的、文化的な利用を中心とした水辺

（類型Ｂ）を取り上げる必要があると考えた。今回
は、調査を行った類型Ａを７事例、類型Ｂの２事例

（表2）を紹介する。

３． 改めて、水辺に出てみようとする意思に支えら
れたまちづくり

大阪市では、かつての水辺の賑わいを取り戻すこ
とを目的とした水都大阪再生の取り組みが、平成
13年に内閣官房都市再生本部により都市再生プロ
ジェクトに指定された。同取り組みの中から、調査

No. 分類 具体例
1 商業 飲食店、物販、事務所等の整備と活用
2 運動、公園 水を利用したスポーツを行うための施設整備

と活用。散策や憩いの場としての整備と活用
3 教育 学習、体験施設等の整備と活用
4 その他（伝統

的な利用等）
舟運（船着き場整備）、生活用水としての利用
のための整備と活用

表 1　水辺の利用方法の分類

表 2 　紹介する事例と分類（紹介順）

まちづくりと水辺
国土交通省国土技術政策総合研究所　飛田　ちづる

※ 1 事業名称は、原則として公表資料に記載されているも
の、或いは施設名として記されているものとした。

※ 2 利用分類の番号は表 1 に準ずる。

令和6年度から、「かわまちづくり計画」に定める内
容に「安全な河川利用に向けた取組」が追加された。河
川管理者が行う支援（ソフト施策）に「河川利用者の安
全確保に向けた川の指導者の安全講習等の受講、啓発
活動等を支援」が追加されている。

こうした方針を踏まえ、安全な河川利用に向けた取
組に望まれることとして、特に以下の３点を挙げたい。
・ライフジャケットの着用推進に向けた工夫
・川の特性とリスクに関するわかりやすい周知
・安全管理のできる人材の配置等

（1）ライフジャケットの着用推進に向けた工夫
水面利用や水際でのイベント時に、参加者がライフ

ジャケットを着用することはもはや必須であるが、イ
ベント時に限らず、個人が自由使用の範囲で同様の活
動をする場合においても、より一層の意識づけが必要
となる。例えば、川のそばにある施設等でライフジャ
ケットが販売されたり、気軽にレンタルできる場を増
やしたりすることで、川を訪れる利用者に対するライ
フジャケット着用のハードルを下げることにつながる
と考える。

（2）川の特性とリスクに関するわかりやすい周知
流れがあり、そして深みが生じることが川の特性であ

るが、それはリスクともなる。そうした川の特性やその
リスクに関し、河川を訪れる利用者に対して、図10のよ
うにより分かりやすい表現方法で事前周知することも
また重要である。

（3）安全管理のできる人材の配置等
水面利用や水際でのイベントは、当然ながら主催し

ようとする側にも一定のリスクが生じる。一方、知識・
経験・装備などのリスクマネジメント力が高ければ高
いほど、それらリスクは相対的に下がり、参加者に対し
より安全な河川体験の機会を提供することができる。
主催者がそうしたリスクマネジメント力を高めようと
する場合には、安全管理のできる人材の配置とともに、
定期的な講習の場を設けることもまた重要となる（講
習のイメージを図11に示す）。

こうした安全な河川利用に向けた取組を促進するこ
とで、より一層の魅力ある河川空間を創出することが
でき、多くの人々が日常から水辺を意識することにつ
ながる。気候変動が進む中、時に災いもたらす河川は、
元来地域に自然の恵みや潤いをもたらす存在である。
河川利用の促進と安全管理を両輪で取り組むことで、
川とのより良い付き合い方について考える社会の構築
が進むことが期待される。
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図 9　流水に対応したライフジャケットの例
（各種ベルト等でフィットさせやすく脱げにくい）

図 11　安全管理に関する講習のイメージ
（写真提供：NPO 法人川に学ぶ体験活動協議会（RAC））

図 10　「かわまちてらす閖上」（宮城県名取市）に
おける水際でのリスクを知らせるサイン
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対象として二箇所の事例を取り上げた。
まず、「大阪川床北浜テラス」（大阪府大阪市）は、

周辺の商業施設の関係者による川遊びをしたいと
いう希望から始まった。現在は、任意の地域団体
である北浜水辺協議会が一括して大阪府より河川
占用許可を受け、運営管理を行う。市の中心に位置
し、中高層建築が並ぶオフィス街だが、一階の飲食
店は、平日でも行列のできるお店も見られる（写真
1）。季節によっては中之島の夜景を楽しむなどもで
きる。水辺を活性化するに限らず、協議会の参加者
自身が川で遊ぶことを楽しんでいる。

「TUGBOAT_TAISHO（タグボート大正）」（同
上）は、近隣の活性化という意図が当初から含まれ
ていた。公募で選定された事業者である株式会社
RETOWNが整備と整備後の運営を担う。整備した
施設には、地元の中小事業者16社が入居する。客席
に加え厨房も水に浮かべられた水上レストランが、
施設の入口付近に据えられ、奥に入ると多種多様な
店舗があり、客席は川辺と屋内の両方に設けられて
いる（写真2）。近隣施設の催事の参加者が、食事や
お茶などを楽しめる場所として設けられた。今後は、
宿泊施設を整備する予定であり、一区画の活性化が
地域全体の活性に繋がることを期待されている。

国、広島県及び広島市は、平成15年に「水の都ひ
ろしま」構想を策定した。その一環として「京橋川
右岸地区（縮景園～鶴見橋）」（広島県広島市）は、「に
ぎわいのある水辺づくり」をテーマにした。広島駅
と中心市街地を結ぶ動線上に位置すること、商業施
設と一体的に利用できる河岸緑地となっているこ
となどから、賑わいのある水辺づくりが行われてい
る。遊歩道や飲食店が整備され、雁木が見られる場
所である（写真3）。犬の散歩や散策、学校帰りの遊
び場として使われている。

「元安川（相生橋～平和大橋）地区」（同上）は、平
和記念公園の敷地内に所在する。「水の都ひろしま
のシンボルとしての水辺づくり」をテーマに、水辺
と街の一体的整備を進められている。

来訪者を主な対象とした商業施設や別の観光地
へ向かう船着き場が整備され、水辺を使用した様々
な催しが行われている（写真4）。北部には広場や商
業施設等も整備され、住民の憩いの場があり、さら
に北上すると広島城や高層アパート群が見え、川沿
いに遊歩道が整備されている。同じ川沿いに生活の
場と来訪者の憩いの場が作りだされ、都市の暮らし
の中に、川沿いの空間が根付いている。

写真 1　 川辺に設けられた席を楽しむお客が、さら
に人を呼び込む。

写真 2　 手前は船上レストラン。右手は飲食店が並
び、奥は船着き場につながる。

写真 3　 京橋川のほとりは、散策路に向かって店の
入口があり、川辺に木が植えられ、ベンチ
も設けられている。

写真 4　 船着き場は観光客で賑わい、宮島へ向かう
フェリーも発着する。

河川ではないが、人と自然の関わり方を考えさせ
られる事例として、「気仙沼内湾ウォーターフロン
ト」（宮城県気仙沼市）を挙げる。東日本大震災後、

「内湾地区復興まちづくり協議会」が設立され、県
の防潮堤建設計画に対する住民との意見交換を幾
度も経て、津波対策と海の見える景色の両立が探ら
れ、現在の施設整備にたどり着く。災害復旧事業に
よる防潮堤整備ではなく、国の海岸保全施設整備事
業により、陸閘、起立式防潮堤 （フラップゲート式
防潮堤）を採用している（写真5）。整備された施設
の周辺には、商業施設も形成され、一帯が賑わいの
中心である。

４　水路を活かしたまちづくり
「柳川の掘割」（福岡県柳川市）は、市内に張り巡

らされ、柳川市を特徴付ける風景の重要な要素であ
る。中心部では、国指定史跡名勝天然記念物水郷柳
河（写真7）を巡る川下りが行われている。水辺の散
策路や遊歩道、水上デッキ、水辺に降りる階段等、
親水拠点も見られる。

住民に掘割を身近に感じてもらうため、同市は、
小学生の総合学習や作文、ポスターなどのコンクー
ルで掘割を題材にする工夫をしている。また、「掘
割を守り育てる条例」に記載された住民の水環境保

全についての関心と理解を深めること、住民参加に
よる水環境保全活動の意欲を高めることを目的と
して、市は住民と共に清掃活動を行う。他に文化施
設の整備、地元の高校生は卒業式の際、川下りを楽
しむなど、生活の中に掘割のある様子が伺えた。川
下りコースから離れても、水路は各所に見られる。

「御殿堰」（山形県山形市）は、町中に張り巡らさ
れた水路である。七日町地区では、石積みの堰を整
備し、複数の店舗と水辺を散策できる空間が設けら
れている（写真8）。山形市の公式サイトには、山形
五堰全体の地図が示され、市街地全域に張り巡らさ
れていることがわかる。なお、御殿堰を含む「山形
五堰」は、令和5年11月に世界灌漑施設遺産に登録
された。

５　地域の活性化の要素としての水辺
「長門湯本温泉」（山口県長門市）は、日本各地に

所在する温泉地の再活性化を目指した事例である。
天候によっては水墨画のような景色が楽しめ、温泉
街の中心に流れる音信川を中心とした整備と活動
が平成28年に策定された長門湯本温泉観光まちづ
くり計画に基づき行われている（写真9）。具体的に
は、大学に協力を依頼し、設置された飛び石や、関
係者が重さに工夫を凝らしたベンチやプランター

写真 5　 海が建物の隙間から見える。通りの向かい
や周辺にも、商業施設が設けられている。

写真 6　 漁港護岸に設けられた歩道に沿って、海沿
いを散策できる。

写真 7　 川下りを楽しみ、到着した船着き場から散
策できる市街地にも水路が流れている。

写真 8　 水路沿いにテーブルと椅子が置かれ、休憩
できる。右手は野菜が売られている店舗。
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よる防潮堤整備ではなく、国の海岸保全施設整備事
業により、陸閘、起立式防潮堤 （フラップゲート式
防潮堤）を採用している（写真5）。整備された施設
の周辺には、商業施設も形成され、一帯が賑わいの
中心である。

４　水路を活かしたまちづくり
「柳川の掘割」（福岡県柳川市）は、市内に張り巡

らされ、柳川市を特徴付ける風景の重要な要素であ
る。中心部では、国指定史跡名勝天然記念物水郷柳
河（写真7）を巡る川下りが行われている。水辺の散
策路や遊歩道、水上デッキ、水辺に降りる階段等、
親水拠点も見られる。

住民に掘割を身近に感じてもらうため、同市は、
小学生の総合学習や作文、ポスターなどのコンクー
ルで掘割を題材にする工夫をしている。また、「掘
割を守り育てる条例」に記載された住民の水環境保

全についての関心と理解を深めること、住民参加に
よる水環境保全活動の意欲を高めることを目的と
して、市は住民と共に清掃活動を行う。他に文化施
設の整備、地元の高校生は卒業式の際、川下りを楽
しむなど、生活の中に掘割のある様子が伺えた。川
下りコースから離れても、水路は各所に見られる。

「御殿堰」（山形県山形市）は、町中に張り巡らさ
れた水路である。七日町地区では、石積みの堰を整
備し、複数の店舗と水辺を散策できる空間が設けら
れている（写真8）。山形市の公式サイトには、山形
五堰全体の地図が示され、市街地全域に張り巡らさ
れていることがわかる。なお、御殿堰を含む「山形
五堰」は、令和5年11月に世界灌漑施設遺産に登録
された。

５　地域の活性化の要素としての水辺
「長門湯本温泉」（山口県長門市）は、日本各地に

所在する温泉地の再活性化を目指した事例である。
天候によっては水墨画のような景色が楽しめ、温泉
街の中心に流れる音信川を中心とした整備と活動
が平成28年に策定された長門湯本温泉観光まちづ
くり計画に基づき行われている（写真9）。具体的に
は、大学に協力を依頼し、設置された飛び石や、関
係者が重さに工夫を凝らしたベンチやプランター

写真 5　 海が建物の隙間から見える。通りの向かい
や周辺にも、商業施設が設けられている。

写真 6　 漁港護岸に設けられた歩道に沿って、海沿
いを散策できる。

写真 7　 川下りを楽しみ、到着した船着き場から散
策できる市街地にも水路が流れている。

写真 8　 水路沿いにテーブルと椅子が置かれ、休憩
できる。右手は野菜が売られている店舗。

RIVER FRONT Vol.99

12



など、随所に水辺を楽しむ配慮がなされ、増水時の
対応も看板で示されている。現在も長門湯本オソト
活用協議会による維持管理と催事等の活動が行わ
れている。

「石巻地区かわまちづくり」（宮城県石巻市）は、
旧北上川の整備と合わせて行われたかわまちづく
りの事例である。石巻市の「水辺の緑のプロムナー
ド計画」「かわまち交流拠点事業」と連携し、堤防一
体空間として、市の示す景観ガイドライン「石巻街
並みづくり道しるべ（案）」（平成24年）に沿って整
備された。震災前から検討されていた堤防天端と隣
接する建物の二階をつなぐ案が実現され、現在に至
る（写真10）。周囲の整備も同時に行われ、堤内地
から堤外地へ通り抜けられる階段等が数カ所設け
られている。事業の際は、中心市街地の復興まちづ
くり計画を考えることを目的として、住民を中心に
専門家や市、商工会議所職員等を交えて、「コンパ
クトシティいしのまき・まちなか創生協議会」を設
立した。

６　離れた地域を水辺でつなぐ
「北十間川親水テラス等（北十間川）」（東京都墨田

区）は、令和2年に開催が予定されていた東京2020
オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え

た東京スカイツリーから浅草間の賑わい創出と観
光回遊性向上を目的に、水辺を中心とした鉄道高架
下（写真11）、北側区道、隅田公園（南側の一部）の
一体的な整備及びまちづくりを行ったものである。
事業自体は、施設整備による新たな賑わい作りであ
るが、整備地周辺の地域をつなぐため、人の移動の
想定が整備区域内にとどまらない点は、他の事例と
同様である。北十間川では、護岸の耐震化に合わせ
て、親水テラス等の整備が行われた。（写真12）。さ
らに隅田公園では、催事に使えるような細かな配慮
がなされている。

７．おわりに
紹介した事例は、地元住民を含む関係者間の丁寧

な調整と、定期的な見直しが行われている。個別の
事業が端緒となるか、先行する上位計画に基づく
か、個別の事業が上位計画に包摂されていくか等の
違いはあっても、まちづくりの中で水辺や河川を考
える点は共通している。また、関係者に話を聞く中
で、水辺は公の空間であるという主旨の発言が何度
か聞かれ、地域に貢献しようとする意識が、水辺を
含むまちづくりを支えていることを感じた。

最後に、今回調査できていない事例についても、
紹介した事例同様の取り組みが行われていると思
われる。調査に御協力いただいた関係の皆様に感謝
したい。

写真 9　 川を楽しむための設備。道沿いにも腰掛け
る場所が設けられている。

写真 10　 二階から堤防天端へ移動でき、左手には、
川沿いに降りられる階段が設けられている。

写真 11　 高架下に設けられ、東京スカイツリーまで
回遊性を生み出すことが意図されている。

写真 12　親水テラス（植栽、照明、ベンチ等）

１．はじめに
令和5年度「かわまち大賞」を「大垣市かわまちづ

くり」が受賞した。この機会に、大垣市の水門川に
おけるかわまちづくりについて紹介する。

岐阜県の南西部に位置する大垣市は、豊富な地下
水を利用し産業都市として発展してきた歴史を持
ち、古くから「水の都、水都」と呼ばれてきた。現在
も、市内各地には自噴井戸が点在し、日常的に水を
感じることができる。

特に、中心市街地を流れる水門川は、湧水を水源
に持ち、かつては大垣城の外堀としての役割を担っ
ていた。その下流は川湊として栄え、国名勝に指定
される「奥の細道むすびの地」もあることから、「水
都大垣」のシンボル的な河川になっている。

２．水門川との関わり
先に述べた水門川は、水都を象徴する川である。

川沿いには「四季の路」と呼ばれる、全長2.2kmに
およぶ遊歩道が整備されており、大垣駅から俳聖・
松尾芭蕉の「奥の細道」むすびの地となった船町湊
跡まで、芭蕉の句碑や四季の花々といった、水と緑
の空間を楽しみながら、芭蕉の旅を追体感すること
ができる。

また、4月から5月には、和舟やたらい舟に乗っ
て水門川を下る「水の都おおがき舟下り」、「水の都
おおがきたらい舟」が開催されているほか、8月上
旬には、豊富な水の恵みに感謝を込めて行われる

「水都まつり」が開催されている。特に、たらい舟に
よる川下りは、関ケ原の戦いの際、石田三成に仕え
た武将・山田去暦（きょれき）の娘「おあむ」がたら
いに乗って大垣城から脱出したという逸話にちな
んでおり、歴史に触れることができるイベントでも
ある。

さらに、水都まつりの開催前には、水門川や遊歩
道を清掃する「水門川クリーン作戦」といったボラ
ンティア活動が実施されるなど、地域住民のまちづ
くり活動の場としての面も持ち合わせている。

３．かわまちづくり計画と新庁舎の建設
大垣の歴史や文化、人々の生活とともに活用され

てきた水門川だが、令和2年の新庁舎建設に向けて
開催された市民ワークショップや意見交換会を通
じて、水門川周辺の空間に対する様々な要望・意見
があげられた。

「四季の路」の風景

大垣市のかわまちづくり～水辺空間に癒しと賑わいを～
大垣市役所都市計画課　主事　安藤　祥太

図 -1 中心市街地のマップ

水の都おおがきたらい舟 水門川クリーン作戦
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